
第
84
回
メ
ー
デ
ー
が
、
県
内
各
地
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
新
潟
市
中
心
部
で

は
、
２
０
１
３
国
民
春
闘
共
闘
会
議
主

催
・
第
84
回
メ
ー
デ
ー
新
潟
県
中
央
集

会
が
新
潟
市
西
大
畑
公
園
で
開
催
、
そ

し
て
元
祖
５
・
１
新
潟
メ
ー
デ
ー
が
新

潟
市
音
楽
文
化
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。５

月
１
日
当
日
は
、
明
け
方
小
雨
が

降
る
寒
い
日
で
し
た
が
、
デ
モ
行
進
の

頃
に
は
雨
も
上
が
り
天
候
が
回
復
し
ま

し
た
。

和
太
鼓
で
幕
開
け

西
大
畑
公
園
で
開
催
さ
れ
た
メ
ー
デ
ー

で
は
、
９
時
か
ら
開
会
前
に
、
和
太
鼓

の
演
奏
や
合
唱
団
「
樹
」
の
メ
ー
デ
ー

歌
合
唱
な
ど
文
化
行
事
が
行
わ
れ
ま
し

た
。10

時
に
中
央
集
会
が
開
会
、
主
催
者

あ
い
さ
つ
・
来
賓
あ
い
さ
つ
・
各
争
議

組
合
の
紹
介
、
訴
え
な
ど
行
わ
れ
ま
し

た
。
シ
ュ
プ
レ
イ
コ
ー
ル
、
力
強
い
団

結
が
ん
ば
ろ
う
！
が
行
わ
れ
11
時
頃
か

ら
デ
モ
行
進
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

メ
ー
ン
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
働
く
も
の

の
団
結
で
生
活
と
権
利
を
守
り
、
平
和

と
民
主
主
義
、
中
立
の
日
本
を
め
ざ
そ

う
！
。
消
費
税
増
税
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
・
参
加

阻
止
！
社
会
保
障
制
度
拡
充
の
安
心
社

会
へ
！
震
災
の
早
期
復
興
、
柏
崎
刈
羽

原
発
再
稼
動
阻
止
・
原
発
ゼ
ロ
の
日
本

を
！
そ
し
て
憲
法
改
悪
に
反
対
！
な
ど

な
ど
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。憲

法
改
悪
阻
止

脱
原
発

新
潟
市
音
楽
文
化
会
館
で
開
催
さ
れ

た
、
元
祖
５
・
１
に
い
が
た
メ
ー
デ
ー

は
９
時
に
開
会
、
主
催
者
あ
い
さ
つ
・

来
賓
あ
い
さ
つ
・
社
民
党
・
又
市
征
冶

幹
事
長
の
特
別
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
、
憲
法
改
悪
阻
止
・

脱
原
発
・
参
院
選
勝
利
・
非
正
規
労
働

者
の
雇
用
確
保
・
ふ
く
し
ま
の
復
旧
、

復
興
を
掲
げ
全
体
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

小
雨
で
気
温
が
上
が
ら
ず
肌
寒
い
メ
ー

デ
ー
で
し
た
。
し
か
し
全
体
の
雰
囲
気

は
、
集
会
開
会
か
ら
盛
り
上
が
り
、
そ

の
勢
い
で
デ
モ
行
進
に
移
っ
て
い
き
ま

し
た
。

今
年
、
５
月
１
日
は
平
日
だ
っ
た
こ

と
も
あ
り
参
加
者
が
昨
年
よ
り
少
な
く

感
じ
ま
し
た
。

メ
ー
デ
ー
終
了
後
は
、
全
体
で
懇
親

会
を
開
催
し
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

編
集
後
記

メ
ー
デ
ー
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。
当

日
は
退
職
者
組
合
の
方
々
も
参
加
し
て

い
ま
し
た
。

旧
吉
田
運
転
支
所
分
会
の
大
先
輩
が

参
加
し
て
い
ま
し
た
。
ビ
ッ
ク
リ
で
し

た
。
元
気
そ
う
で
安
心
し
ま
し
た
。

終
了
後
は
懇
親
会
に
も
出
席
し
久
し

ぶ
り
に
懐
か
し
く
感
じ
た
一
日
で
し
た
。
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昨年の高崎保線技術センターからの加

入者に続き、我が桐生保線技術センター

からも１月１日付で56歳の仲間が復帰し

ました。篤い激励の寄せ書き、また檄布

を頂き大変感謝申し上げます。

本人は一度は東労組に入ったものの不

満、不信が募り、やはり残りの鉄道生活

はどうしても国労で終えたいと強い思い

で決心されました。

今後さらに若い仲間も続いて国労加入

を勝ち取れるよう引き続き奮闘してまい

りたいと存じています。高崎地本として

も二桁の組織拡大数をとのことでありま

す。貴分会、職場におかれましてもぜひ

とも組織拡大されることをご期待いたし

ますとともに皆さまのご健勝とご活躍を

祈念いたしましてお礼とさせていただき

ます。

国労桐生地区分会
桐生保線技術センター班一同
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①規制の対象～国の行政機関だけではなく、独立行政法人、地方自治体、
民間事業者、大学など～⇒重要そうな情報があるところ、全て。

②秘密の範囲～１国の安全 ２外交 ３公共の安全・秩序維持⇒市民生活関連
情報（例えば原発事故の情報なども）が含まれる。

③保全の対象＝「特別秘密」～保有者本人の判断⇒恣意が入り込む余地が大
きい。

④人の監視～情報管理をする者やその周辺の人々の私生活を詳しくチェックし
監視、 秘密漏洩を防ぐ⇒プライバシー侵害の危険が大きい！

⑤罰則～「特別秘密」の範囲不明確⇒処罰範囲が曖昧
⇒罪刑法定主義に反する

過失犯、未遂、共謀、独立教唆、扇動
特定取得行為⇒最高裁判例より広い取材活動の制限

⑥憲法との関係～知る権利などの侵害
国民主権の空洞化。


